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受配者指定寄付金のお手続き方法について 

 

１．受配者指定寄付金とは 

法人様からのご寄付につきましては、受配者指定寄付金制度をご案内しております。 

この制度は、日本私立学校振興・共済事業団（以下「私学事業団」という）を通じて

寄付者様（法人様）が本学を受配者として指定してご寄付をいただくものです。この

制度の特徴として、寄付金額の全額を損金として算入することが出来ることが挙げら

れます。 

 

２．お手続きの方法 

①以下の書類を、学校法人東成学園 昭和音楽大学 総務部 財務・経理課宛にご送付く

ださい。（ご持参される場合には予めご連絡をお願いいたします。） 

 

§寄附申込書（様式１－１） ※ダウンロードは こちら から可能です 

  ※申込書にあわせましてご寄付をご担当される担当者様のお名刺等を 1 部お送り

ください。（本学から事務連絡等する際に使用させていただきます。） 

 

②本学にて申込書を確認させていただきましたら、本学担当者より貴法人ご担当者様へ

連絡をさせていただきます。以下の金融機関口座へ寄付金をお振込みください。 

 

 りそな銀行 新百合ヶ丘支店 （普通） №１４２６３２６ 

口座名義 「学校法人東成学園」
が っ こ う ほ う じ ん  と う せ い が く え ん

 

③寄付者様からのご入金を確認しました後に、本学から私学事業団へ寄付金を送金いた

します。その後、私学事業団が発行する「寄付金受領書」を寄付者様へお送りいたし

ます。この寄付金受領書は法人税申告時に必要となりますので大切に保管いただくこ

とになります。 

 

【注意事項】 

① 寄付者様からの寄付金の受領日（領収日）は、本学が私学事業団へ寄付金の振込を

行った日、となります。寄付者様が本学へ寄付金をお振込みいただいた日とはなり

ませんので、決算期間近にお手続きされる場合には、事前にご相談ください。 

② 寄付者様が本学へ振込してから「寄付金受領書」がお手元に届くまでに 1～2か月程

度の時間を要しますので、あらかじめご了承ください。 

 

詳しくは私学事業団ホームページをご覧ください。 
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寄付金受領書 見本 
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税負担額について （受配者指定寄付金） 

 

 

 

 

 

受配者指定寄付金を利用する場合の方が、１７４，０００円の節税効果がございます。 

 

【参考：特定公益増進法人への寄付制度】 

 

 


